
別紙１ 

仕 様 書 

１ 件名 

台東区こどもクラブ弁当配送事業業務委託 

 

２ 契約期間  

契約締結の日から令和９年３月３１日まで 

 

３ 履行期間 

令和８年７月１７日から令和９年３月３１日まで  

 

４ 履行場所及び定員 

別紙「履行場所一覧表」のとおり 

 

５ 契約方法 

（１）総価契約：配送費 

配送費は配送にかかる人件費、車両の手配に要する経費、交通費及び保冷剤の費用

を含めた金額とする。 

※弁当の代金、注文サイト利用料及びクレジットカード等手数料は含めないものとす

る。 

（２）支払い 

長期休業期間（夏休み、冬休み及び春休み）終了ごとの支払い 

 

６ 配送日 

   区立小学校の夏季休業期間、冬季休業期間及び春季休業期間（終業式、始業式、修了式

及び卒業式含む）のうち、下記の日程において配送する。ただし、土曜、日曜、祝日及び

年末年始（１２月２９日から１月３日まで）は除く。 

（１）令和８年７月１７日（金）から令和８年９月１日（火）まで＜計３１日間＞ 

（２）令和８年１２月２５日（金）から令和９年１月８日（金）まで＜計７日間＞ 

（３）令和９年３月２４日（水）から令和９年３月３１日（水）まで＜計６日間＞ 

 

７ 業務内容 

（１）メニューの作成 

ア 日替わり弁当を提供すること（内容（メニュー）は変化を持たせること）。 

    イ 弁当の量や内容（メニュー）が児童にふさわしいこと。 

    ウ 弁当の販売価格は、一食あたり税込み６５０円以内とすること。 

      また、弁当の原価率は販売価格の３０％以上とすること。 

    エ 弁当は受注数１個から配送すること。 

（予定食数は日替わり弁当３５０食／日程度とする。） 

    オ メニューには全品アレルゲン表示（特定原材料８品目）を行うこと。また、可

能な限り原材料表示を行うこと。 

    カ 再調理の必要がなく常温での保存が可能であるか、受託事業者において用意す



る保冷剤等で衛生管理し安全に配送及び保管ができるものとすること。 

    キ 食品添加物は可能な限り使用しないこと。 

    ク 遺伝子組み換えの原材料は使用しないこと。 

    ケ 弁当の容器やカトラリーは児童が使用することを想定して配慮すること。 

    コ 予定していた食材が調達できない場合は、代替の食材で対応すること。その場

合は、区へ事前に報告すること。 

（２）メニュー表の提供 

    「６ 配送日」に記載する（１）～（３）の日程の１週間前までにメニュー表を作成

し、区及び各こどもクラブへ提供すること。メニュー表にはアレルゲン表示をするこ

と。なお、メニュー表の提供は、受託者においてウェブサイト上に設ける配食弁当受

付サイト（以下「受付サイト」という。）への掲載でも可とする。 

（３）注文の受付及びキャンセル 

受託事業者は、ウェブサイト上に「受付サイト」を設け、同サイトの登録手続きを

行った児童の保護者から希望日の前営業日正午まで弁当の注文及びキャンセルを受け

付けること。ウェブサイトを利用できない保護者に対しては、代わりとなる受付方法

を設けること。 

 （４）代金の徴収 

    弁当の代金は、保護者が受付サイト上でクレジット決済等の電子決済により直接支

払える方法とする。 

 （５）弁当の配送等 

    ア 事前に配送計画を作成すること。 

    イ 受注数１個から配送すること。 

    ウ 弁当は、午前９時から正午まで（終業式・始業式・修了式及び卒業式について

は、公設クラブについては午前９時３０分から正午、民設クラブについては午前

１０時３０分から正午まで）の間に、温度管理が可能なコンテナ等に保管し、各

クラブへ配送すること。受付サイトからクラブごとに弁当を注文した児童氏名が

把握できるようにすること。 

    エ コンテナ、容器（カトラリー含む）及び残菜は、配送日当日午後１時から午後

４時までの間に回収すること。残菜等は受託者の責任において処分すること。 

オ 車両は区が指定する場所に駐車すること。 

カ 交通事情等により配送や回収の時間に遅延が生じる場合は、速やかに区へ連絡

すること。 

    キ 配送に当たっては、弁当の取り違え防止及び衛生管理を徹底すること。 

    ク 配送に要する経費は区の負担とし、弁当の価格に転嫁しないこと。 

 （６）連絡体制 

     区及び保護者から受託者への連絡は、受付サイトのみではなく、電話などの即応可

能な方法により連絡が取れるようにすること。 

 

８ 管理責任者の設定 

受託者は、契約締結後に本業務に係る管理責任者及び配送部門の責任者をそれぞれ１名

選任し、区へ報告すること。 

 

９ 安全管理・衛生管理 



 （１）受託者は、食品衛生責任者の資格を有する者を配置することとし、その資格を証す

る書類の写しを提出すること。また、調理業務従事者のうち調理師免許を有する者が

いる場合は、当該免許証の写しを提出すること。 

（２）受託者は、異物混入等の事故が発生しないよう、食品衛生責任者による食材の納入

時の立会いと検収を徹底すること。 

（３） 作業開始前に、器具等の破損個所や破損のおそれがある箇所がないか確認すること。 

（４）食中毒が発生しないよう、従事者、調理場所、食材や弁当及び容器等の保管場所の

衛生管理を徹底すること。 

 

10 業務報告 

内容 提出時期 様式 

事業計画書（安全管理・衛生管理含む） 契約締結後速やかに 任意 

管理責任者及び配送部門責任者の氏名及

び連絡先並びに緊急連絡先 
契約締結後速やかに 任意 

食品衛生責任者及び調理師免許を有する

調理業務従事者等の一覧表並びに当該資

格の写し 

契約締結後速やかに 任意 

各履行場所への配送計画書（回収計画含

む） 
契約締結後速やかに 任意 

完了報告書（受注数、使用車両台数等を記載） 事業完了後１０日以内 任意 

請求書 区の検査合格後 任意 

 

11 指導監督・調査 

   区は、受託者に対し委託事務の適正を期すため、必要があると認めたときは、運営業務

の実施状況や委託料の執行状況等について報告や資料の提出を求め、関係書類及び経理に

関する帳簿・通帳等の調査や実地検査により、点検・評価を行うものとする。受託者は、

区から改善指示を受けた場合には速やかに対応すること。 

 

12 本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は使用させる場合は、都民の健康と安全を

確保する環境に関する条例（平成 12年東京都条例第 215号）の規定に基づき、次の事項

を遵守すること。 

   1 ディーゼル車規制に適合する自動車であること。 

   2 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減

等に関する特別措置法（平成 4年法律第 70号）の対策地域内で登録可能な自動車で

あること。 

   3 できるだけ低公害・低燃費な自動車を使用するよう努めること。なお、適合の確認

のために、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置装着証明書

等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示又は提出すること。 

 

13 障害者差別解消法の遵守について 

   本契約の履行に当たって、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25年



法律第 65号）及び関係府省庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に

関する対応指針を遵守すること。 

 

14 道路交通法等の遵守について 

本契約の履行に当たり、自転車を利用する際には、受託者の責任においてヘルメットの

着用に努める等、道路交通法その他の自転車の利用に関する法令及び都・区条例の規定を

遵守すること。 

 

15 個人情報の取扱い 

   受託者は、別紙「個人情報を取り扱う業務委託契約の特記事項」に記載された事項を遵

守すること。 

 

16 その他 

この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、その都度、区と受託者

が協議の上、取り決めるものとする。 

 

17 担当 

台東区こども家庭部児童・青少年育成課児童担当 

電話０３－５２４６－１２３５（直通） 

  



別紙 

履行場所一覧表 

※№１～２４：公設民営、№２５～２９：民設民営 

№ こどもクラブ名 所在地 定員（人） 

1 千束 千束３－２０－６（千束児童館内） ４０ 

2 東泉 三ノ輪１－２３－９（東泉小学校仮設校舎内） ５０ 

3 東浅草 東浅草２－２７－１９（東浅草小学校内） ６０ 

4 浅草橋 浅草橋５－１－３５（旧柳北小学校内） １４５ 

5 竹町 台東３－２５－４ ６０ 

6 池之端 池之端２－３－３（池之端児童館内） ５０ 

7 谷中 谷中５－６－５（谷中児童館内） ７０ 

8 松が谷 松が谷４－１５－１１（松が谷児童館内） ４５ 

9 松葉 松が谷１－１３－１６（松葉小学校内） ９５ 

10 下谷 下谷３－１－１４（柏葉中学校内） １１０ 

11 浅草 花川戸１－１４－２１（浅草小学校内） ４０ 

12 寿 寿１－４－５（寿児童館内３階） ６４ 

13 寿第２ 寿１－４－５（寿児童館内１階） ５５ 

14 千束小学校 浅草４－２４－１１（千束小学校内） ３６ 

15 竜泉 竜泉２－１０－２（竜泉福祉センター１階） １０５ 

16 富士 浅草４－４８－９（富士小学校内） ５５ 

17 北上野 北上野２－１５－６（駒形中学校内） ５０ 

18 田原 雷門１－４－４（ネクストサイト浅草ビル１階） ５５ 

19 金竜 千束１－９－１４（金竜小学校敷地内） ６５ 

20 今戸 今戸１－３－６（今戸児童館内） ５０ 

21 石浜 清川１－１４－２１（石浜小学校内） ８０ 

22 蔵前 蔵前４－１９－６（蔵前小学校内） ８０ 

23 根岸 根岸３－９－２（根岸小学校敷地内） ５０ 

24 入谷 入谷１－１６－９ ４５ 

25 アスク浅草橋 浅草橋３－２６－３（アコルデ浅草橋２階） ４０ 

26 
トレジャー☆キッ

ズクラブ元浅草校 
元浅草１－８－７（元浅草ＳＫビル２階） ５０ 

27 キッズクラブ蔵前 蔵前３－１－１１（フォレシティ蔵前１階・地下１階） ４０ 

28 
リックキッズ 学童

クラブ松が谷 
松が谷２－３１－９（石黒ビル１階） ３４ 

29 キッズクラブ柳橋 柳橋２－２１－９（PRAIRIE SKY RESIDENCE１階） ４０ 



別紙 

 

個人情報を取り扱う業務委託契約の特記事項  

 

 

（秘密保持義務） 

第１条 受託者は、この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしては

ならない。また、契約期間満了後も同様とする。 

 

（安全管理措置） 

第２条 受託者は、個人情報の安全管理について、責任体制、業務従事者の管理体制及び実施体制

を確立し、必要な措置を講じなければならない。 

 

（再委託の禁止） 

第３条 受託者は、この契約による業務を第三者に再委託してはならない。ただし、当該業務の一

部についてやむを得ず再委託する必要があるときは、あらかじめ再委託先の業者名及び再委託の

内容を区に通知し、区の承諾を得なければならない。また、再委託先に対してもこの契約を遵守

させなければならない。  

２ 前項の規定は、再委託先が受託者の子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１項

第３号に規定する子会社をいう。）である場合も同様とする。 

 

（目的外使用及び外部提供の禁止） 

第４条 受託者は、個人情報を区の指示する目的以外に使用してはならない。また、第三者に提供

してはならない。 

 

（複写及び複製の禁止） 

第５条 受託者は、個人情報の全部又は一部を区の許可なく複写し、又は複製してはならない。区

の許可を受けて複写又は複製したときは、業務の終了後、直ちに当該複写物又は複製物を焼却又

は裁断等により利用できないように処分しなければならない。 

 

（授受及び保管） 

第６条 受託者は、個人情報の授受、保管及び管理について、善良な管理者の注意をもって当た

り、個人情報の消滅、毀損等の事故を防止しなければならない。 

 

（返還等） 

第７条 受託者は、契約を終了したとき又は区が請求したときは、その保有する個人情報につい

て、直ちに区の指定した方法により、廃棄、返還又は消去しなければならない。 

 

（定期の報告） 

第８条 受託者は、個人情報を取り扱う業務の管理体制・実施体制・個人情報の管理状況につい

て、契約締結後速やかに区の指定する様式により区に報告を行うものとする。また、契約期間が

複数年に渡る場合、少なくとも年１回以上、区に報告を行うものとする。 

 



（立入検査及び調査） 

第９条 区は、個人情報の管理状況について随時に立入検査又は調査をし、受託者に対して必要な

報告を求め、又は委託業務の処理に関して指示を与えることができる。 

２ 受託者は、再委託先に対して、この契約の遵守状況について監視し、随時に立入検査又は調

査をし、必要な報告を求め、又は委託業務の処理に関して指示を与えなければならない。 

 

（事故の報告） 

第１０条 受託者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の事故が生じたときには、直ちに区に

対して通知するとともに、遅滞なくその状況を書面でもって区に報告し、区の指示に従わなけれ

ばならない。 

 

（不良製品等の処分） 

第１１条 この契約による業務処理中に不良又は不用な製品が発生したときは、受託者は、その発

生数量、発生原因を区に報告し、その処分について区と協議するものとする。 

 

（損害賠償） 

第１２条 受託者が、前記各条項に違反し区に損害を与えたときは、受託者はその損害を賠償しな

ければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


